
当院では、算定した診療報酬の区分・項目の名称及び
その点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付しています。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方に
ついても、希望される方には明細書を無料で発行しています。

明細書を希望されない場合は、受付までお申し出ください。

明細書の発行について

とりほり眼科 院長


